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第 4 章 推進体制 

 
 
 
 

○ 住民が地域に誇りを持ち、地域で安心して暮らし続けるためには、住民自ら

が主体的に地域づくりに携わることはもちろん重要です。しかし、複雑化した

地域課題に対応するためには、要支援者を家族やひとつの機関だけで支えるの

ではなく、地域住民がそれぞれの持つ力を持ち寄り、ネットワークで解決する

仕組みが必要となります。 
 
○ 地域福祉活動の中心は日常生活圏、小域福祉圏であり、各圏域での解決が  

困難な事例については、より広域で専門的なネットワークにより解決が図られ

るよう重層的な支援体制が必要です。 
 
○ 一方、多様な地域課題に対応するためには、制度に縛られない柔軟な仕組み

とする必要もあります。（図４―１） 
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※ ネットワークの構成員（機関）は地域の状況や課題等

により異なります。

Ⅰ．地域福祉の推進イメージ 

（図４－１） 


